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募集要項等に対する質問回答書 

業務名 デジタル体験プログラム企画運営業務委託 

質  問  事  項 回        答 

①会場・設備・機材の用意について 

開催場所となる「ＪＲ千葉駅を最寄りとした

屋内施設」および「30～50 人程度の参加者が

同時に活動可能な設備（PC 等）」について、千

葉市が所有する公共施設や機材の貸与、あるい

は施設利用料の減免といった支援措置はあり

ますか。それとも、すべて受託者が独自に手配

し、その費用を委託限度額（6,000,000 円）内

に含める必要がありますか。 

 

②広報協力について 

参加者募集に向けた周知について、市は「広

報誌掲載」を予定しているとのことですが、市

内の小中学校を通じたチラシの配布やポスタ

ー掲示など、広報誌以外の市による周知協力は

可能でしょうか。また、保護者向けに SNS等の

媒体において、独自に広告配信を実施すること

は可能でしょうか。 

 

 

③千葉開府９００年関連について 

内容：企画提案の選考基準に「千葉開府 900

年記念といった要素が含まれているか」とあり

ますが、プログラム制作にあたり、「千葉開府

900 年」に関連するロゴマーク・キャラクター

の使用許可や、デジタル教材として使用でき

る、「千葉開府 900 年」に関する歴史・文化的

な資料（画像やデータ等）の提供を受けること

は可能でしょうか。 

 

④千葉県内に事務所が無い場合の完納証明書 

 千葉県内に事務所等がなく、千葉県税の課税

を受けていない法人の場合でも「千葉県税の完

納証明書」の提出は必要でしょうか。 

①千葉市が所有する公共施設や機材の貸与、施設

利用料の減免といった支援措置はございません。

すべて受託者が独自に手配していただくこととな

ります。 

 

 

 

 

 

 

②市のＨＰへの掲載や一般市民向けの SNSにて周

知することは可能であり、実施したいと考えてい

ます。また、市内の小中学校へのチラシの配布や

ポスター掲示及び保護者向け SNSへの周知につき

ましては、千葉市教育委員会所管課と協議してい

るところです。可能となった場合、チラシの配布

や広告配信の内容作成にご協力をお願いいたしま

す。なお、保護者向け SNSの配信回数としては、

１回のみとなる可能性があります。 

 

③「千葉開府 900 年」に関連するロゴマーク等の

提供をすることは可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④事業所が千葉県内に無く、千葉県税の完納証明

書をご提出できない場合は、事業所のある都道府

県の完納証明書をご提出ください。 
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